
○「共用空間データベース」について 

 統合型ＧＩＳのコストが低下できず、運用が行き詰ってしまう問題点として、 

あらゆる共用空間データがデータベースに格納されることを前提としている点 

が、各所で指摘されています。 

 

データベースには次の問題点があることが知られています。 

１：大量アクセスによる高負荷への対策には、静的なデータ（ファイルシステ 

ム）と比べ、相対的に多くのコストとノウハウが必用になります。 

 このことは、特にＷＷＷにおける情報配信において、データベースによる動的 

なデータ生成と配信に対し、静的なファイル(HTMLなどの)の配信のほうが大幅に 

負荷が小さく、またアクセス数が増大したときの負荷低減（負荷分散）のための 

手法も単純でコストが大幅に低いことからも明らかです。 

 

２：ファイルシステムと比べて、データベースは、予想されるインストールベー 

スが少ない（クライアントＰＣでの運用は期待できず、データセンターによる運 

用が基本的には前提）ため、共用空間データの分散化に限界があります。 

 

 ここで、１の問題点については、全職員、更には市民もが共通で利用すること 

が想定される（すなわち、システム中最も大量のアクセスが予想される）データ 

である共用空間データにおいては、深刻な問題となることは容易に予想できます。 

 ２の問題点については、問題点１への対策として考えられる負荷分散が困難と 

いう点に加え、災害時などネットワークが運用不能となり、スタンドアロン動作 

が強いられる状況への対応が困難（すなわちフォールトトレラント性が低い）で 

もあります。背景に明記されているとおり、政府のＧＩＳ政策の大きな転機は災 

害時におけるＧＩＳの重要性であり、この要請への対応が困難であることを示し 

ています。 

 

 これらの問題点への画一的な対処方法は見出されていませんが、１で指摘した 

とおり、ＷＷＷにおける大量データ配信において知見が得られています。すなわ 

ち、共用空間データの格納・配信方法として、データベースからの動的データ生 

成のみに頼らず、要所要所で静的データ（ファイルシステム）も活用する方法です。 

＃注：実際に大量にアクセスされている大手のＷｅｂ地図サービスプロバイダの 

多くは、このような静的な地図データによるシステムを構築しています。 

 

 静的ファイルシステムに対するデータベースの重要なメリットが効率的なデー 

タ更新であることは言うまでもありません。それに対して、３０ページ「（３） 

各共用空間データ毎の更新方法」で明記されているとおり、変化の少ないデータ 

が共用空間データには多く存在し、その更新は一括更新が適当とされており、こ 



れは静的なファイルシステムで十分可能な処理です。 

 ファイルシステムによる格納に依れば、ファイルシステムを持たないコン 

ピュータは（まれな例（Thin Client)を除き）存在しないため、２で指摘したス 

タンドアロン動作への対応が容易に可能であり、更にはフラッシュメモリカード 

などの記憶媒体を用いたデータ交換も容易であるなど、フォールトトレラント性 

が確保しやすくなります。 

 なお、静的ファイルシステムをネットワーク上で共用するメカニズムとして 

は、基本的なWWW、WebDAV、Windowsファイル共有などが普及していることは言う 

までもありません。加えて以前はデータベースを用いなければ実現できなかった 

データの検索に関しても、近年は全文検索システムや、ファイルに埋め込まれた 

メタデータの検索など、ＷＷＷの静的ファイルシステムをベースとした手法が多 

く開発・実用化されています。 

 

 また、ＧＩＳにとって不可欠なのは「データ」であって「データベース」では 

ない（すなわち「ファイル」でもＧＩＳが構築可能）ことを補足します。 

 

 以上より、統合ＧＩＳの概要・イメージ図（主に２～３ページ）に記載されて 

いる「共用空間データベース」を データベースとファイルシステムを包含する 

上位概念である、「共用空間データ」に置換し、更に「データベース」に関する 

文を削除または「データベースやファイルシステム」とすることを提案します。 

 

○「共通インターフェース」について 

共通インターフェースに関する例として唯一記載されているＷＭＳに関して、以 

下が指摘できます。 

 

 ISO19128 ＷＭＳは、その仕様書の第一章Ｓｃｏｐｅにも明記されているとお 

り、地理空間情報から動的にグラフィックス形式の地図データを生成するＷＷＷ 

サーバの振る舞い（インターフェース）を規定しています。 

 しかしながら、この仕様では、各業務システムで表示された地図を、画像の形 

で他の業務システムで表示し、重ね合わせできるようにする仕組みが規定されて 

いるわけではなく、このように重ねられるクライアントを構築できる可能性が示 

唆されているに過ぎません。これは、ＷＭＳがクライアント側の表示動作に関す 

る規定をしたものではないためです。 

 以上より、３４ページの共通インターフェースのＷＭＳに関する説明は誤りと 

いえ、先述のとおり本来の機能の記載に修正すべきです。 

 

 ２点目として、ＷＭＳは前記のとおり地理空間情報から動的に地図データを生 

成するサーバの仕様です。これは、先述の静的なファイルを用いたメカニズムを 



想定しておらず、先述の多くの問題点を誘引することになります。以上より、共 

通インターフェースに関する例としてＷＭＳのみを唯一記載することは、不用意 

に共用空間データをデータベースを元に構築することを暗示することになりかね 

ません。この問題点を付記するなど、記載方法の改善が好ましいです。 

＃注：ＷＭＳがこのような設計方針を採っているのは、その仕様を規定している 

団体（米ＯＧＣ）が、主にＤＢＭＳ等による動的なデータ生成をビジネスとして 

いる企業により構成されており、静的なデータによるネットワーク型ＧＩＳの低 

コスト化が彼らのビジネスにプラスとは言い難い状況があるためと思われます。 

 

 ３点目として、ＷＭＳは前記のとおり、グラフィックス形式の地図データの配 

信のみが機能であり、地理空間情報自体を配信するためのインターフェースでは 

ありません。一方で１９ページの「データ交換フォーマットについて」では、 

ＷＭＳで交換可能なグラフィックス形式の地図データに関する記述は無く、 

ＷＭＳでは交換不可能な地理空間情報の例に限って記載されています。これは共 

通インターフェースの例と併せて、不要な誤解を招くものと想像されます。グラ 

フィックス形式の地図データ交換フォーマットの追加記載が好ましく、具体的な 

形式としてはＷＭＳ仕様に明記されているＪＰＥＧ，ＰＮＧそしてＳＶＧなどを 

記載すべきです。また、これらのなかでＳＶＧは推奨されているＸＭＬ形式に基 

づくデータ形式となっています。 

 

 なお、ＷＭＳを利用し、地図を重ね合わせる仕組み自体に関しては、各社が独 

自の製品・機能として展開しているに過ぎず、ＷＭＳが共用のメカニズムに関す 

る共通の仕様となっていない状況です。一方、先に示したＳＶＧは、ＳＶＧ１． 

１勧告において、グラフィックス形式の地図を重ね合わせて表示する機能のため 

の仕様が規定されており、知りうるところこれがその機能のための唯一の標準化 

された仕様といえるでしょう。また、ＳＶＧ自体はデータ形式であり、データ 

ベースやＷＭＳによる動的生成に依らず静的なファイルとして配信することもで 

きます。更に加えて特にＳＶＧは、その標準化過程において、ＷＷＷで配信され 

るグラフィックス形式の地図データを重ね合わせるメカニズムに関する特許(日 

本特許３５０３３９７号）のロイヤリティーフリーが宣言されています。 

 

 最後に、「統合型ＧＩＳ」は、唯一のデータセンターに全ての情報を集約する 

タイプの情報システムを特に示唆するような名称と思われ、近代の情報システム 

アーキテクチャで提案されてきている、分散・連携型情報システムが想像しにく 

い名称であると思われます。統合的ＧＩＳ、連携型ＧＩＳなど 分散・連携型シ 

ステムも容易に想像できる名称への変更が好ましいでしょう。 


